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解説資料「補完的輸出規制の見直しに関する政省令等の改正に係るパブリックコ
メントの内容について」（改訂版） 
―一般国向けの貨物の輸出・技術の提供について「用途要件」及び「需要者要件」
を創設（通常兵器関係） 
―国連武器禁輸国向けの貨物の輸出・技術の提供について「需要者要件」を創設
（通常兵器関係） 
―グループ A国経由での迂回対策とするインフォームを導入 
 

2025年 3 月 17 日／改訂版同 3 月 18 日 
CISTEC事務局 

（文責：CISTEC） 
 
※改訂版では、法令等の略称を通達等において用いられているもの等に修正（青字箇所）。 
 

はじめに 
 
本年 1 月 31 日付で、経済産業省より、標記の「補完的輸出規制の見直し」に関する政省令
等の改正について、パブリックコメントの募集が行われた（3月 1日付まで）。  
 
◎外国為替令等の一部を改正する政令案等（補完的輸出規制等）に対する意見募集につい
て 
 https://public-comment.e-
gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595125013&Mode=0 
 
これは、2024年 4 月に公表された産業構造審議会・安全保障貿易管理小委員会（以下「産

構審小委」）の中間報告に盛り込まれた提言のうち、「補完的輸出規制の見直し」に関するも
のである。そこでの問題意識は、「東西冷戦後構築してきた不拡散型輸出管理は大きな転換
期を迎えており、非リスト規制品目についても新たなアプローチを検討し、実効的な安全保
障貿易管理を実現する必要がある。」との認識の下、現状の課題として、次の３点が挙げら
れている。 
 
一点目は、近時、欧米等の同盟国・同志国は最終用途・最終需要者に着目し通常兵器に関

する補完的輸出規制を強化しており、一般国（国連武器禁輸国以外の国・地域）を仕向地と
する輸出について、輸出者が通常兵器の開発等に用いられることを知った場合も規制要件
として輸出許可を求めることがある。他方で、我が国は一般国向けの通常兵器に関する補完

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595125013&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595125013&Mode=0
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的輸出規制について、規制要件をインフォームのみとしており、同盟国・同志国との国際協
調に取り組むべきとしている。 
二点目は、補完的輸出規制の運用に際し、輸出者による個別の取引審査に関し経産省に積

極的に事前相談を行う輸出者が存在する一方で、その結果としてインフォームを通じて輸
出者に許可申請を求めることがあり得るため、国内競合他社の中には事前相談しない者も
存在し、同業者間の公平性が欠けている。 
三点目は、昨今の懸念国等による調達活動の複雑化、巧妙化に伴い、懸念国等が第三国経

由で西側諸国の汎用品を調達するなど、我が国の補完的輸出規制の適用除外としているグ
ループ A 国を経由した迂回調達の課題への対策が必要というものである。 
 
上記の課題等を踏まえ、今般の補完的輸出規制の見直しの改正案において、①一般国向け

の客観要件（用途要件・需要者要件）の創設、②国連武器禁輸国向けの貨物の輸出等につい
て「需要者要件」を創設、③グループ A 国向けの輸出等についてインフォームを導入する
というものである。なお、パブリックコメントの概要資料によれば、本改正案は 2025 年 3
月末頃に閣議決定・公布、同年 9月末頃（公布後 6 月）に施行とされている。 
 
上記それぞれについて、以下パブリックコメント募集で示された案に沿って見ていく（文

責は CISTEC にある）。 CISTEC では、関係委員会とともに、産構審小委の提言の趣旨・
内容と提示された改正政令・省令等の案を仔細に検討の上、3 月 1 日付で意見を提出した。 
◎「外国為替令等の一部を改正する政令案等（補完的輸出規制等）」に対する意見 
https://www.cistec.or.jp/service/cistec_teigen/meti_teigen2024/data/20250301_09.pdf 

 
 改正案の解説の前にまずは現状の通常兵器に関する補完的輸出規制の制度について、以
下の表のとおり簡単におさらいしておきたい。 
 
【現状】 

 武器禁輸国 一般国 グループ A国 

客観要件 
用途要件 〇 － － 
需要者要件 － － － 

インフォーム要件 〇 〇 － 
 

１．一般国向けの客観要件（用途要件・需要者要件）の創設 
 今般、通常兵器に関する補完的輸出規制の根拠法令である輸出貿易管理令（以下「輸出令」
という。）及び貿易関係貿易外取引等に関する省令（以下「貿易外省令」という。）の改正と、
これに関連する省令、告示及び通達が改正されることとなる。 
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 まず貨物に関連する輸出令関係について解説する。 
 
 輸出令第 4 条第 1 項第三号は、現行の補完的輸出規制の根拠条文である。今般の改正案
において、同号に新たに特定の品目（以下【対象品目】を指す。）の一般国向けの輸出につい
て、客観要件（用途要件・需要者要件）を追加する（本号の見直しにより武器禁輸国向けの
客観要件（需要者要件）も新たに対象になるが、武器禁輸国向けの「需要者要件」の創設は
後述２．で触れる。）。 
 ※輸出令第 4 条第 1 項第四号においても、一般国向けの補完的輸出規制（後述の同令別表

第 1の 16の項（2）に掲げる貨物に関するもの）が定められるが、以下の表のとおり、
同号の内容は従来と同様で変更はない。 

 
【対象品目】 
輸出令別表第 1 の 16 の項を改正し、本項に掲げる貨物が同項（1）及び（2）の２つに分

割される（同項（1）に列挙された品目は同項（2）において、その重複を排除している。）。
一般国向けの客観要件の対象品目は同項（1）に掲げる貨物で 12項目が規定されている（以
下パブリックコメントの概要資料では 6 項目が掲載。）。これらの貨物は輸出貿易管理令別
表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（以下「貨物等省令」
という。）の改正において、第 14 条の 2 が創設され、関税定率法を引用することで指定さ
れる形となる。 

 
（出典）産構審安保小委を踏まえた補完的輸出規制の見直しについて（2025 年 1月） 
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 パブリックコメント掲載の関連資料（p.6） 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287291#page=6 
 

【客観要件】 
現行制度においては、一般国向けは本号の括弧書き（「別表第 3の 2 に掲げる地域以外の

地域を仕向地として…イ、ロ及びニのいずれの場合にも」）により、本号イ（大量破壊兵器
の客観要件）、同号ロ（大量破壊兵器のインフォーム要件）及び同号ニ（通常兵器のインフ
ォーム要件）が適用対象となっている。今般の改正案により、本号の括弧書きを削除するこ
とで、一般国向けについて、同項（1）に掲げる品目を同項の下欄に掲げる地域（ここに一般
国が含まれる。）を仕向地として輸出しようとする場合として、（従来のイ、ロ及びニに加え
て）本号ハを新たに適用対象として、通常兵器に関する客観要件を追加するものである。 
※本号イ～ニに掲げる客観要件及びインフォーム要件の条文構造・内容について、本質的な
変更はないが、後述のとおり、本号ハにおける省令（輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一
の一の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等に該当するものを除く。）の開発、製造又は使用
のために用いられるおそれがある場合を定める省令（平成二十年経済産業省令第五十七
号）。以下「通常兵器開発等省令」という。）において、（元々規定されている「用途要件」
に加えて）今般、新たに「需要者要件」が追加される形となる。 

 
改正前後の第 4 条第 1 項第三号ハ及びニ、及び改正案の同項第四号ハ及びニの条文内容は
以下のとおりである。 
 
【現行：第 4条第 1項第三号ハ及びニ】 

 一般国 
対象品目 16の項に掲げる貨物 

客観要件 
用途要件 － 
需要者要件 － 

インフォーム要件 〇 
 
【改正案：第 4 条第１項第三号ハ及びニ】※「●」部分が今回の改正案による変更箇所。 

 一般国 
対象品目 16の項（1）に掲げる貨物（●） 

客観要件 
用途要件 ● 
需要者要件 ● 

インフォーム要件 〇 
 
 

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287291#page=6
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【改正案：第 4 条第１項第四号ハ及びニ】※「●」部分が今回の改正案による変更箇所。 
 一般国 

対象品目 16の項（2）に掲げる貨物（●） 

客観要件 
用途要件 － 
需要者要件 － 

インフォーム要件 〇 
 
その他、輸出令の改正に関連する省令、告示及び通達の改正について解説する。 
 
① 通常兵器開発等省令 
上記の輸出令第 4 条第 1 項第三号ハにおける省令（通常兵器開発等省令）について、今

般、（従来の「用途要件」に加えて）新たに「需要者要件」が追加される。これらの除外規定
として、「別表」に掲げる場合は除外される。「別表」に掲げる場合は、通常兵器開発等省令
における従来の除外規定（第一号から第二十号まで）がそのまま規定され、その内容に変更
はない。 
改正案の第一号は従来の「用途要件」がそのまま規定され、第二号及び第三号に今般新た

に「需要者要件」が追加される。第二号及び第三号の条文構造は、大量破壊兵器等に関する
省令（輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令（平
成十三年経済産業省令第二百四十九号）。以下「核兵器等開発等省令」という。）の第二号及
び第三号の内容と基本的に同様である。 
第二号では、輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるもの（その詳細

は後述②を参照。）において、当該貨物の需要者が輸出令別表第 1 の 1 の項の中欄に掲げる
貨物（核兵器等を除く。）の開発等を行う旨記載等されているとき、又は輸出者が当該貨物の
需要者が同貨物の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたときを、第三号では、需要者が
同貨物の開発等を行った旨記載等されているとき、又は輸出者が当該貨物の需要者が同貨物
の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたときを定めている。 
第二号及び第三号のいずれの場合も「当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当

該貨物が同欄に掲げる貨物の開発等以外のために用いられることが明らかなとき」は除外さ
れる。今般、「明らかなとき」を判断するためのガイドラインである、いわゆる「明らかガ
イドライン」も改正されることとなる（その詳細は後述③を参照）。 
 
② 文書等告示 
今般の改正において、上記のとおり、通常兵器開発等省令に新たに第二号及び第三号の

「需要者要件」が追加され、「（輸出者が入手した文書等のうち）経済産業大臣が告示で定め
るもの」が規定された。本告示は、今般、通常兵器開発等省令に「需要者要件」が追加され
たことで新たに制定されると思われたが、核兵器等開発等省令第二号及び第三号に基づく
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「需要者要件」における「（輸出者が入手した文書等のうち）経済産業大臣が告示で定める
もの」の告示（平成 13年経済産業省告示第 760号（輸出貨物が核兵器等の開発等のために用
いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示
で定める輸出者が入手した文書等））を改正し、通常兵器開発等省令の内容が追加される形と
なる。 
輸出者が入手した文書等の内容（類型）は、従来の核兵器等開発等省令に基づく告示内容

（第一号～第三号）と同様である。 
第二号の「経済産業省が作成した文書等」について、本規定は「外国ユーザーリスト」を指

すが、今般の改正案において、輸出令第 4条第 1項第三号ハ（16の項（1）に掲げる貨物で、
武器禁輸国及び一般国向けの輸出）及び同項第四号ハ（16の項（2）に掲げる貨物で、武器禁
輸国向けの輸出）に関し、通常兵器版の外国ユーザーリストが制定されることとなる（現時
点では公表されておらず、補完的輸出規制の見直しの施行の直前に公表されると思われる。）。 
 
③ 補完的輸出規制に関する通達 
今般の改正において、補完的輸出規制の手続きや実務的な判断基準を定めている、「大量

破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続等について」（以下「補完
的輸出規制通達」という。）も改正される。 

16 の項（1）に掲げる貨物で、一般国向けの輸出について、通常兵器開発等省令の客観要
件（用途要件・需要者要件）についての確認事項などを新たに規定している。 
今般の改正案において、通常兵器の客観要件の確認事項などの内容は、基本的に核兵器等

開発等省令の客観要件におけるその内容と同様であるが、「明らかガイドライン」については
確認項目について例示などが追加されている。「明らかガイドライン」は通常兵器開発等省令
第二号及び第三号において、輸出者が入手した文書等において、輸出貨物の需要者が輸出令
別表第 1の 1 の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等を除く。）の開発等を行う（行った）旨記
載等されているとき、又は輸出者が当該貨物の需要者が同貨物の開発等を行う（行った）旨
輸入者等から連絡を受けたときに、当該貨物が同貨物の開発等以外のために用いられること
が明らかなときを判断するためのガイドラインとして、経産省が、輸出者等に本ガイドライ
ンに基づき厳正に審査を行うことを推奨している。今般の改正案において、パブリックコメ
ントの概要資料において、「米国の Red Flags や CHPI（ロシア制裁迂回対策に関する
Common High Priority Items）も参考にしつつ、判断の参考となる例示を追記する」とされ
ている。 
 具体的には、輸入者等からの用途に関する説明に関し「例えば、最終用途に関する情報を
提供を提供したがらない場合には明確な説明がないものと推定する」や、需要者の貨物の使
用の合理的な理由に関し「小さなパン屋が高性能のレーザーを数台注文する等、当該貨物等
の性能が取引相手の業務内容に合っていない場合、合理的な理由はないものと推定する」な
ど 5項目について例示が追加されている。 
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 また、外国ユーザーリストに関し、一般国向けの客観要件が創設されることに伴い、「需
要者要件」の確認における明らかガイドラインとして、「リストに記載されている当該需要
者の関与が懸念されている種別が「通常兵器」であり、輸出令別表第 1 の 16 の項（1）に
掲げる貨物等に該当する場合には、本ガイドラインの他の事項（輸出する貨物等の用途並び
に取引の条件及び態様からあてはまらない事項は除く。）の確認において、通常兵器の開発
等に用いられるという懸念が払拭されない事項がないこと。」が追加されている。この点に
ついて、大量破壊兵器に関する本規定では、「リストに記載されている需要者の関与の懸念種
別（核兵器、生物兵器等）と、輸出貨物が懸念される用途種別が一致しないこと。」を求めて
いる一方で、通常兵器関連はリストにおける需要者の懸念種別（通常兵器）において、16の
項（1）に掲げる貨物に該当する場合でも、直ちに懸念があるとはされておらず、本ガイドラ
インの他の事項の確認において懸念が払拭されない事項がないこと、とされている（武器禁
輸国向けの 16の項（1）に掲げる貨物の輸出については、後述２．を参照。）。 
 
なお、これまで述べた関連法令等の内容の確認に係るフローは以下のとおり。 
 

 
（出典）産構審安保小委を踏まえた補完的輸出規制の見直しについて（2025 年 1月） 
 パブリックコメント掲載の関連資料（p.5） 
 https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287291#page=5 

 
 次に技術に関連する外国為替令（以下「外為令」という。）関係について解説する。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000287291#page=5
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貿易外省令第 9 条第 2 項第七号は、現行の補完的輸出規制の根拠条文である。今般の改正
案において、同号に新たに特定の技術（輸出令別表第１の 16の項（1）に掲げる貨物の設計、
製造又は使用（以下「設計等」という。）に係るもの）の一般国向けの提供について、客観要
件（用途要件・需要者要件）を追加する（本号の見直しにより武器禁輸国向けの客観要件（需
要者要件）及びグループ A 国向けのインフォームも新たに対象になるが、武器禁輸国向け
の「需要者要件」の創設は後述２．で、グループ A 国向けのインフォームは後述３．で触れ
る。）。 
 ※貿易外省令第 9 条第 2 項第八号においても、一般国向けの補完的輸出規制（輸出令別表

第 1の 16の項（2）に掲げる貨物の設計等に係る技術）が定められるが、以下の表のと
おり、同号の内容は従来と同様で変更はない。 

 
【対象技術】 
既に述べたように、輸出令別表第 1 の 16 の項を改正し、本項に掲げる貨物が同項（1）

及び（2）の２つに分割される。貿易外省令第 9 条第 2 項第七号では、一般国向けの客観要
件の対象技術は 16の項（1）に掲げる貨物（12項目）の設計等の技術となる（上記パブリッ
クコメントの概要資料では 6項目が掲載。）。これらの技術の指定は、本号において、直接輸
出令を引用する形で規定していることから、外為令別表や貨物等省令の改正はない。 

 
【客観要件】 
現行制度においては、一般国向けは本号の括弧書き（「外国（輸出令別表第 3 の 2に掲げ

る地域以外の外国をいう。…）において…イ、ロ及びニのいずれの場合にも」）により、本
号イ（大量破壊兵器関連の客観要件）、同号ロ（大量破壊兵器関連のインフォーム要件）及
び同号ニ（通常兵器関連のインフォーム要件）が適用対象となっている。今般の改正案によ
り、本号の括弧書きを削除することで、一般国向けについて、上記の特定の技術を提供する
ことを目的とする取引として、（従来のイ、ロ及びニに加えて）本号ハを新たに適用対象とし
て、通常兵器に関する客観要件を追加するものである。 
※本号イ～ニに掲げる客観要件及びインフォーム要件の条文構造・内容について、本質的な
変更はないが、後述のとおり、本号ハにおける告示（平成 20 年経済産業省告示第 187 号
（貿易関係貿易外取引等に関する省令第９条第２項第七号ハの規定に基づく経済産業 
大臣が告示で定める提供しようとする技術が輸出貿易管理令別表第１の１の項の中欄に
掲げる貨物（同令第４条第１項第一号イにおいて定める核兵器等に該当するものを除く。）
の開発、製造又は使用のために利用されるおそれがある場合）。以下「通常兵器開発等告
示」という。）において、（元々規定されている「用途要件」に加えて）今般、新たに「需
要者要件」が追加される形となる。 
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改正前後の第 9 条第 2 項第七号ハ及びニ、及び改正案の同項第八号ハ及びニの条文内容は
以下のとおりである。 
 
【現行：第 9条第 2項第七号ハ及びニ】 

 一般国 
対象技術 16の項に掲げる貨物の設計等に係る技術 

客観要件 
用途要件 － 
需要者要件 － 

インフォーム要件 〇 
 
【改正案：第 9 条第 2 項第七号ハ及びニ】※「●」部分が今回の改正案による変更箇所。 

 一般国 
対象技術 16の項（1）に掲げる貨物の設計等に係る技術（●） 

客観要件 
用途要件 ● 
需要者要件 ● 

インフォーム要件 〇 
 
【改正案：第 9 条第 2 項第八号ハ及びニ】※「●」部分が今回の改正案による変更箇所。 

 一般国 
対象技術 16の項（2）に掲げる貨物の設計等に係る技術（●） 

客観要件 
用途要件 － 
需要者要件 － 

インフォーム要件 〇 
 
その他、貿易外省令の改正に関連する告示及び通達の改正について解説する。 
 
① 通常兵器開発等告示 
上記の貿易外省令第 9条第 2項第七号ハにおける告示（通常兵器開発等告示）について、

今般、（従来の「用途要件」に加えて）新たに「需要者要件」が追加される。これらの除外規
定として、「別表 1」に掲げる場合は除外される。「別表 1」に掲げる場合は、当該告示にお
ける従来の除外規定（第一号から第二十号まで）がそのまま規定され、その内容に変更はな
い。 
改正案の第一号は従来の「用途要件」がそのまま規定され、第二号及び第三号に今般新た

に「需要者要件」が追加される。第二号及び第三号の条文構造は、大量破壊兵器等に関する
告示（経済産業省告示第 759 号（貿易関係貿易外取引等に関する省令第 9 条第 2 項第七号
イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等の
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ために利用されるおそれがある場合）。以下「核兵器等開発等告示」という。）の第二号及び
第三号の内容と基本的に同様である。 
第二号では、取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表 2（その詳細は後述を参

照。）において、当該技術の利用者が輸出令別表第 1の 1の項の中欄に掲げる貨物（核兵器等
を除く。）の開発等を行う旨記載等されているとき、又は取引を行おうとする者が当該技術
の利用者が同貨物の開発等を行う旨相手方等から連絡を受けたときを、第三号では、当該技
術の利用者が同貨物の開発等を行った旨記載等されているとき、又は取引を行おうとする者
が当該技術の利用者が同貨物の開発等を行った旨相手方等から連絡を受けたときを定めて
いる。 
第二号及び第三号のいずれの場合も「当該技術の用途並びに取引の条件及び態様から、当

該技術が同欄に掲げる貨物の開発等以外のために用いられることが明らかなとき」は除外さ
れる。今般、輸出令と同様に「明らかガイドライン」も改正されることとなる（その詳細は
後述②を参照）。 
取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表 2に掲げるもの（類型）は、従来の核

兵器等開発等告示に基づく告示内容（別表の第一号～第三号）と同様である。 
第二号の「経済産業省が作成した文書等」について、本規定は「外国ユーザーリスト」を指

すが、今般の改正案において、貿易外省令第 9 条第 2 項第七号ハ（16 の項（1）に掲げる貨
物の設計等に係る技術で、武器禁輸国及び一般国向けの提供）及び同項第八号ハ（16の項（2）
に掲げる貨物の設計等に係る技術で、武器禁輸国向けの提供）に関し、輸出令と同様に通常
兵器版の外国ユーザーリストが制定されることとなる（現時点では公表されておらず、補完
的輸出規制の見直しの施行の直前に公表されると思われる。）。 
 
② 補完的輸出規制通達 
今般の改正において、輸出令と同様に補完的輸出規制通達も改正される。 
16 の項（1）に掲げる貨物の設計等に係る技術で、一般国向けの提供について、通常兵器

開発等告示の客観要件（用途要件・需要者要件）についての確認事項などを新たに規定され
ている。その他、「明らかガイドライン」の改正内容は、輸出令のそれと同様である。 
 

２．国連武器禁輸国向けの貨物の輸出及び技術の提供について「需要
者要件」を創設 
 
 上記１．で述べたように、輸出令及び貿易外省令における補完的輸出規制の根拠条文につ
いて、輸出令は従来の第 4 条第 1 項第三号ハが改正され、同項第三号ハ及び第四号ハとし、
貿易外省令は従来の第 9条第 2項第七号が改正され、同項第七号及び第八号となっている。 
それぞれに規定が改正案において 2 つに分割して規定されているのは、今般、対象品目及
び対象技術を、16 の項（1）に掲げる特定の品目等と、16 の項（2）に掲げるそれ以外の品
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目等に分割した上で、これらの品目等の一般国向けについて、輸出令別表第 1 の 1 の項の
中欄に掲げる貨物（核兵器等を除く。）の開発等に用いられるおそれがある場合として、16
の項（1）に掲げる特定の品目等に関し、新たに客観要件（用途要件・需要者要件）を創設
し、同項（2）に掲げるそれ以外の品目等は従来どおりインフォーム要件のみとしたためで
ある。 
 他方で、武器禁輸国向けについては、今般の改正案において、16 の項（1）に掲げる特定
の品目等に加えて、同項（2）に掲げるそれ以外の品目等に関しても「需要者要件」が新たに
追加されることとなる（言い換えると、従来の 16 の項に掲げる品目等の全てに「需要者要
件」が追加される。）。 
 
 まず貨物に関連する輸出令関係について解説する。 
 
改正案の輸出令第 4 条第 1 項第三号ハ（通常兵器関連の客観要件）においては、16 の項

（1）に掲げる貨物に関し、上記１．で述べたように、同号ハに基づく通常兵器開発等省令に
おいて「需要者要件」が追加されるため、これに伴い同号ハの適用対象である武器禁輸国向
けについて、（従来の用途要件に加えて）「需要者要件」が創設されることとなる。 
改正案の輸出令第 4 条第 1 項第四号においては、16の項（2）に掲げる貨物に関し、武器

禁輸国向けについては同号イ～ニに掲げる客観要件及びインフォーム要件が適用対象（従来
の輸出令第 4 条第 1 項第三号イ～ニに掲げる客観要件及びインフォーム要件の適用と同様）
となり、同号ハに基づく通常兵器開発等省令（改正案の輸出令第 4条第 1項第三号ハに基づ
く通常兵器開発等省令と共通のもの）において、上述のとおり、「需要者要件」が追加される
ため、16の項（2）に掲げる貨物の武器禁輸国向けの輸出についても「需要者要件」が創設さ
れることとなる。 
その他、通常兵器開発等省令、文書等告示の内容は上記１．の一般国向けの内容と同様で

ある。 
補完的輸出規制通達についても、上記１．と同様に、基本的には関連する項目に機械的に

追加される形となっている。他方で「明らかガイドライン」の内容は、外国ユーザーリスト
掲載企業等に関し、「武器禁輸国向けの貨物の輸出や、武器禁輸国の非居住者を需要者とする
技術の提供について、おそれの強い貨物例（16の項（2）に掲げる貨物の内数。今般、その内
容に変更はない。）又は 16の項（1）に掲げる貨物等に該当しないこと」としている。 

 
次に技術に関連する外為令関係について解説する。 
 
改正案の貿易外省令第 9条第 2 項第七号ハにおいては、16の項（1）に掲げる貨物の設計

等に係る技術に関し、上記１．で述べたように、同号ハに基づく通常兵器開発等告示におい
て「需要者要件」が追加されるため、これに伴い同号ハの適用対象である武器禁輸国向けに
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ついて、（従来の用途要件に加えて）「需要者要件」が創設されることとなる。 
改正案の貿易外省令第 9条第 2 項第八号においては、16の項（2）に掲げる貨物の設計等

に係る技術に関し、武器禁輸国向けについては同号イ～ニに掲げる客観要件及びインフォー
ム要件が適用対象（従来の貿易外省令第 9 条第 2 項第七号イ～ニに掲げる客観要件及びイン
フォーム要件の適用と同様）となり、同号ハに基づく通常兵器開発等告示（改正案の貿易外
省令第 9条第 2項第七号ハに基づく通常兵器開発等告示と共通のもの）において、上述のと
おり、「需要者要件」が追加されるため、16の項（2）に掲げる貨物の設計等に係る技術の武
器禁輸国向けやその非居住者への提供についても「需要者要件」が創設されることとなる。 
その他、通常兵器開発等告示の内容は上記１．の一般国向けの内容と、補完的輸出規制通

達については上述の武器禁輸国向けの輸出令の内容と同様である。 
 
上述で解説した武器禁輸国向けの貨物の輸出及び技術の提供等に関し、改正前後の輸出

令第 4 条第 1 項第三号ハ及びニ、及び改正案の同項第四号ハ及びニの条文内容、改正前後
の貿易外省令第 9 条第 2 項第七号ハ及びニ、及び改正案の同項第八号ハ及びニの条文内容
は以下のとおりである。 
 
【現行：第 4条第 1項第三号ハ及びニ】 

仕向地 武器禁輸国 
対象品目 16の項に掲げる貨物 

客観要件 
用途要件 〇 
需要者要件 － 

インフォーム要件 〇 
 
【改正案：第 4 条第１項第三号ハ及びニ・第四号ハ及びニ】 
※「●」部分が今回の改正案による変更箇所。 

改正条文 第三号ハ及びニ（改正案） 第四号ハ及びニ（改正案） 
仕向地 武器禁輸国 
対象品目 16 の項（1）に掲げる貨物（●） 16 の項（2）に掲げる貨物（●） 

客観要件 
用途要件 〇 〇 
需要者要件 ● ● 

インフォーム要件 〇 〇 
 
【現行：第 9条第 2項第七号ハ及びニ】 

提供先 武器禁輸国 
対象技術 16の項に掲げる貨物の設計等に係る技術 
用途要件 〇 
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客観要件 
需要者要件 － 

インフォーム要件 〇 
 
【改正案：第 9 条第 2 項第七号ハ及びニ・第八号ハ及びニ】 
※「●」部分が今回の改正案による変更箇所。 

改正条文 七号ハ及びニ（改正案） 第八号ハ及びニ（改正案） 
提供先 武器禁輸国 
対象技術 16の項（1）に掲げる貨物の

設計等に係る技術（●） 
16の項（2）に掲げる貨物
の設計等に係る技術（●） 

客観要件 
用途要件 〇 〇 
需要者要件 ● ● 

インフォーム要件 〇 〇 
 

３．グループ A国向けの輸出等についてインフォームを導入 
 従来の補完的輸出規制は、別表第 3 に掲げる国（いわゆるグループＡ国）以外を対象国等
としていた所、今般の改正案において、初めてグループＡ国向けの貨物の輸出・技術の提供
について、補完的輸出規制（インフォーム）が導入されることとなる。 
 導入の背景としては、（冒頭に産構審小委の中間報告の内容に触れたように）昨今の懸念
国等による調達活動の複雑化、巧妙化に伴い、懸念国等が第三国経由で西側諸国の汎用品を
調達するなどグループ A国を経由した迂回調達の課題への対策が必要であり、グループ A国
を経由した迂回調達の懸念情報を得た場合にはインフォームを行うことが出来る仕組みを導
入すべきであると産構審小委の中間報告において提言がなされていた。パブリックコメント
の概要資料において、「ロシアが武器の部品として日本を含む西側企業の製品を使用。ロシ
アが調達している武器の部品の一部は、輸出管理を厳格に実施しているグループ A 国から
調達しているとの報道あり。グループ A国向けであっても、懸念国に迂回輸出されるおそれ
がある場合には、経済産業大臣から通知することにより輸出者に対し許可申請を義務づける」
とされている。 
 今般導入される補完的輸出規制（インフォーム）は迂回防止を目的とするものであるため、
外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）第 48 条第 2 項（技術は第 25 条第 2項）
に基づき、それを担保するものである。 
 
 まず外為法第 48 条第 2項（輸出令第 1 条第 3 項）について解説する。 
 
外為法第 48 条第 2 項は、同条第 1 項の確実な実施を図るため必要があると認めるときは
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「同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとす
る者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。」とい
う規制の発動要件を定めている。現行の規制では、第 48 条第 1 項に基づき、輸出令におい
て同令別表第 1 の 1～15 の項に掲げる貨物に関しては全地域向けの規制を行っているため、
同条第 2 項で定める「同項（第 1 項）の特定の地域以外の地域を仕向地」とする概念は存在
しない。他方で、補完的輸出規制に関しては、現行の輸出令別表第 1 の 16の項に定められ
ているように、グループ A国を除く国等が規制の対象となっている所、今般、16の項に掲げ
る貨物に関し、グループ A 国向けの輸出に関し、外為法第 48 条第 2 項に基づく許可を受け
る義務を課すこととするものである。 
今般の改正案において、第 48 条第 2 項に基づき、輸出令第 1 条第 3 項に「16 の項の中

欄に掲げる貨物を別表第 3 に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする者は、法第 48条
第 2項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定し、同令第 4条
第 2 項（特例条項）において「第 1 条第 3 項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。」
として、同項第三号において、武器禁輸国及び一般国向けのインフォーム規定と同様に、大
量破壊兵器及び通常兵器の開発等の懸念に係るインフォーム規定が創設されている。輸出令
第 1 条で許可義務を課し、第 4 条でそれを解除する（インフォームの通知を受けたときを除
く）構造は、従来の輸出令の補完的輸出規制に係る条文構造と同様である。 

 
 次に外為法第 25 条第 2 項（外為令第 17 条第 2 項及び貿易外省令第 9 条第 2 項）につい
て解説する。 
 
外為法第 25 条第 2 項は、同条第 1 項の確実な実施を図るため必要があると認めるときは

「特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住
者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とす
る取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可
を受ける義務を課することができる」という規制の発動要件を定めている。条文構造は、上
述の第 48 条第 1 項及び第 2 項と同様である。現行の規制では、第 25 条第 1 項に基づき、
外為令において同令別表の 1～15の項に掲げる貨物の設計等に係る技術に関しては全地域向
けの規制を行っているため、同条第 2 項で定める「特定国以外の外国」とする概念は存在し
ない。他方で、補完的輸出規制に関しては、現行の外為令別表第 1の 16の項に定められて
いるように、グループ A国を除く国等が規制の対象となっている所、今般、16の項に掲げる
貨物の設計等に係る技術に関し、グループ A 国向けの提供等に関し、外為法第 25 条第 2 項
に基づく許可を受ける義務を課すこととするものである。 
今般の改正案において、外為令第 17条第 2 項にグループ A国を提供地とする取引と、同

国の非居住者に提供する取引を新たに規定される。前者のグループ A 国を提供地とする取引
については、同国において同国以外の非居住者に提供しようとする取引も概念として含まれ、



15 
 

本取引は外為法第 25条第 1項（外為令第 17条第 1項）に基づき規制対象となることから、
その取引を括弧書き（「同項の下欄に掲げる外国の非居住者に提供することを目的とする取引
を行おうとする居住者を除く。」）で重複排除し、後者のグループ A国の非居住者に提供する
取引については、同国以外の外国において同国の非居住者に提供しようとする取引も概念と
して含まれ、本取引は外為法第 25条第 1項（外為令第 17条第 1項）に基づき規制対象とな
ることから、その取引を括弧書き（「同項の下欄に掲げる外国において提供することを目的と
する取引を行おうとする居住者を除く。」）で重複排除している。 
また、改正案の外為令第 17 条第 8 項において、（従来の同令第 17 条第 1 項との条文構造

と同様に）上述の新設される同条第 2項に規定する取引のうち経済産業大臣が当該取引の当
事者、内容その他からみて法の目的を達成するため特に支障がないと認めて指定したものに
ついて、許可を受けないで取引をすることができる旨が規定されている。「経済産業大臣が指
定したもの」は貿易外省令第 9 条第 2 項に規定されており、上述において述べたように今
般の改正案において、同項第七号及び第八号の規定が改正される。この中で、グループ A国
向けの輸出令別表第 1の 16 の項（1）及び（2）に掲げる貨物の設計等に係る技術の提供に
ついて、「輸出令別表第三に掲げる地域に該当する外国において…地域に該当する外国の非
居住者に提供することを目的とする取引…ロ及びニのいずれの場合にも」として、大量破壊
兵器及び通常兵器の開発等の懸念に係るインフォーム規定が創設されている。 
 
上述で解説したグループ A 国向けの貨物の輸出及び技術の提供等に関し、改正案の輸出

令第 4 条第 2 項第三号の条文内容、改正前後の貿易外省令第 9 条第 2 項第七号ハ及びニ、
改正案の同項第八号ハ及びニの条文内容は以下のとおりである。 
 
【改正案（新設）：第 4 条第 2項第三号】 

 グループ A国 
対象品目 16の項（1） 16の項（2） 

客観要件 
用途要件 － － 
需要者要件 － － 

インフォーム要件 ● ● 
 
【現行：第 9条第 2項第七号ハ及びニ】 

 武器禁輸国 一般国 
対象技術 16の項に掲げる貨物の設計等に係る技術 

客観要件 
用途要件 〇 － 
需要者要件 － － 

インフォーム要件 〇 〇 
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【改正案：第 9 条第 2 項第七号ハ及びニ】※「●」部分が今回の改正案による変更箇所。 
 武器禁輸国 一般国 グループ A国 

対象技術 16の項（1）に掲げる貨物の設計等に係る技術（●） 

客観要件 
用途要件 〇 ● － 
需要者要件 ● ● － 

インフォーム要件 〇 〇 ● 
 
【改正案（新設）：第 9 条第 2項第八号ハ及びニ】 
※「●」部分が今回の改正案による変更箇所。 

 武器禁輸国 一般国 グループ A国 
対象技術 16の項（2）に掲げる貨物の設計等に係る技術（●） 

客観要件 
用途要件 〇 － － 
需要者要件 ● － － 

インフォーム要件 〇 〇 ● 
 

おわりに 
今般の改正は、近年、安全保障環境が大きな転換期を迎えており、産構審小委の中間報告

においても「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境」との認識の下、諸課題について提言がな
されたうち、補完的輸出規制に関し大きな制度改正が行われたものである。 
中間報告においても、リスクベースドアプローチに基づき安全保障上のリスクがより高い
取引に厳に焦点を当て、リスクが低い取引の合理化を追求という対応の方向性に関し、これ
まで、一般国向けの補完的輸出規制はインフォーム要件のみの中、企業の自主管理の観点か
ら当局に相談に行く中で、それが時としてインフォームに繋がることもあるなど、国内競合
他社との間に公平性が欠けているといった点などについて、客観要件が定められ、懸念が高
い品目の選定、通常兵器に関し外国ユーザーリストが制定される予定であるなど、輸出事業
者としても規制の明確性、予測可能性が高まり、自主管理上の負担が軽減されることになっ
た点など評価ができる。 
他方で、今般の改正において、元々難解な外為法体系がより複雑になり、分かりづらくな

ったことも否定できない。中小企業含めて法令遵守を徹底する上でも、制度の規定ぶりのわ
かりやすさは重要である。また、客観要件を確認するに当たり、その対象の前提となる 1の
項に掲げる貨物の範囲が不明確といった課題も引き続き残されている。 
これらの点は CISTEC よりパブリックコメントも提出しているが、今後、産構審小委の

提言の中で「中期的課題等」について検討されていくことになるかと思われるが、こういっ
た諸課題についても検討されていくことを期待したい。 

以上 
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